
                      

 

 

 

令 和 元年 度加 美町農業委員会 

第 ６ 回 定 例 総 会 議 事 録  

 

 

 

令和元年９月２５日（水） 

加美町小野田支所２階会議室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加 美 町 農 業 委 員 会 

  



 - 1 - 

 

令和元年度第６回定例総会 議事録 

 

 

１ 開催日時  令和元年９月２５日（水）午前８時３０分～午前９時０３分 

 

２ 開催場所  加美町小野田支所 ２階会議室 

 

３ 出席委員（１８名） 

 

会   長      １９番 三 浦   泉 

会長職務代理者    １８番 千 葉 連 悦 

委   員       １番 星   榮 喜 

  〃         ２番 澁 谷 幹 男 

  〃         ４番 畠 山 義 信 

〃         ５番 杉 村 昭 宏 

  〃         ６番 猪 股   弘 

  〃         ７番 三 嶋 秀 二 郎 

  〃         ８番 今 野   修  

  〃         ９番 伊 藤 登 喜 子 

  〃        １０番 板 垣 文 一 

  〃        １１番 小 山 京 子 

  〃        １２番 佐 々 木 信 幸 

〃        １３番 山 本   成 

  〃        １４番 尾 形 徳 夫  

〃        １５番 中 村 貴 美 子 

〃        １６番 畠 山 智 史 

〃        １７番 佐 藤 と も 

 

４ 欠席委員（１名） 

 

     委   員       ３番 半 田   守 
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５ 議事日程 

日程第１  議事録署名委員の指名 

日程第２  会期の決定 

日程第３  会議書記の指名 

日程第４  報告第１３号  非農地証明書の交付について 

日程第５  報告第１４号  農地法第１８条第６項の規定による通知について 

日程第６  報告第１５号  農地の利用変更届について 

日程第７  議案第１７号  農地法第３条の規定による許可申請について 

日程第８  議案第１８号  農地法第５条の規定による許可申請について 

日程第９  議案第１９号  農用地利用集積計画の審査について 

 

６ 説明のため出席した職員 

農業委員会事務局長（書記）       太 田 浩 二 

農業委員会事務局参事兼次長兼農地係長  鎌 田 裕 之 

農業委員会事務局主事          猪 股 雅 敬 

 

７ 議事の経過及び結果 

 

次のとおり。 
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第５回定例総会 議事の経過及び結果 

 

〈午前８時３０分 開会〉 

＊事務局（太田浩二事務局長） それでは、定刻でございますので只今より令和元年度

加美町農業委員会第６回定例総会を開催いたします。 

はじめに、会長からご挨拶をお願いいたします。 

 

＊会長（三浦泉会長） 皆さんおはようございます。本日は早朝よりの定例総会、ご出

席ご苦労様でございます。 

   いよいよ収穫の時期に入りまして稲刈り作業が始まっている方もおりますが、お

そらく今週土曜日までは好天に恵まれそうですので、ここが一番の最盛期になるの

ではないかと思われます。今の状況の中では例年より豊作の予感がしますが、ニュ

ースによりますと乳白米が多めに出ているということなので、その点が少し心配で

す。 

   また、私事ですが先日骨にヒビが入ってしまい少しまだ痛みがあります。例年こ

ういったことはあるのですが、皆様農作業の際には事故のないよう十分に気を付け

てください。 

本日も慎重な審議をお願いしまして挨拶といたします。よろしくお願いします。 

 

＊事務局（太田浩二事務局長） ありがとうございました。それでは、農業委員会会議

規則第４条の規定により、会長が議長となりまして、議事を進行していただきます。

会長よろしくお願いいたします。 

 

＊議長（三浦泉会長） ただいまの出席委員は１８名です。３番 半田守委員から欠席の

通告があります。定例総会の定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開

きます。 

 

 

 

日程第１ 議事録署名委員の指名 

 

＊議長（三浦泉会長） 日程第１、議事録署名委員の指名を行います。本日の議事録署

名委員は、１５番 中村貴美子委員、１６番 畠山智史委員にお願いいたします。 

 

 

 

日程第２ 会期の決定 

 

＊議長（三浦泉会長） 日程第２、会期の決定についてを議題といたします。お諮りい

たします。本定例総会の会期は、本日１日間といたしたいと思いますが、これにご

異議ございませんか。 
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―「なし」の声あり― 

＊議長（三浦泉会長） ご異議なしと認め、会期は本日１日間と決定いたしました。 

 

 

 

日程第３ 会議書記の指名 

 

＊議長（三浦泉会長） 日程第３、会議書記の指名を行います。本日の会議書記には、

事務局長 太田浩二君を指名いたします。なお、本定例総会の事務従事者として事務

局長以下の関係職員を任命します。 

 

それでは、議案の審議に入ります。 

 

 

 

日程第４ 報告第１３号 非農地証明書の交付について 

 

＊議長（三浦泉会長） 日程第４、報告第１３号、非農地証明書の交付について事務局

より報告いたします。 

 

＊事務局（鎌田裕之次長） 報告第１３号、非農地証明書の交付について。このことに

ついて、別紙のとおり非農地証明願があり、現地調査等による審査の結果、農地法

の適用を受けないものであると認め、証明書を交付したので報告いたします。令和

元年９月２５日提出。加美町農業委員会会長 三浦泉。 

９月分の非農地証明願は２件でございました。 

 

  申請番号１ 

  願出人 Ａ氏 加美町字大門三番…番地… 

  所在地 字大門…番…の畑 

  現状  宅地 

  面積  合計１０３㎡ 

   国土調査時において畑として登記されましたが、昭和３３年頃に農地転用許可を

得ないまま物置を建築するなどし、現在に至ったものであります。 

   平成１５年の合併時においては、すでに農地台帳から除外されておりました。 

 

申請番号２ 

願出人 Ｂ氏 加美町字南町…番地 

所在地 字町裏…番…の田 

現状  雑種地 

面積  １,００８㎡ 

平成２１年４月に農地法第５条の転用許可を受け、株式会社Ｃ社において駐車場

として使用しておりますが、地目変更登記を行わないまま現在に至っているもので

ございます。 
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なお、２件とも９月１７日の現地調査時、担当委員さん方による現地確認の後、

証明書を発行しております。 

 

[以上２件の非農地証明書交付について説明。] 

 

 

＊議長（三浦泉会長） 報告が終わりました。これより質疑を行います。質疑ございま

せんか。 

 

―「なし」の声あり― 

 

＊議長（三浦泉会長） 質疑がないようですから、これにて報告第１３号を終了いたし

ます。 

 

 
 

 

日程第５ 報告第１４号 農地法第１８条第６項の規定による通知について 

 

＊議長（三浦泉会長） 日程第５、報告第１４号、農地法第１８条第６項の規定による

通知について事務局より報告いたします。 

 

＊事務局（猪股雅敬主事） 報告第１４号、農地法第１８条第６項の規定による通知に

ついて。このことについて、別紙のとおり通知があったので報告いたします。令和

元年９月２５日提出。加美町農業委員会会長 三浦泉。 

   今月の賃貸借の合意解約は５件でございます。 

 

申請番号１ 

貸人  Ｄ氏 

借人  Ｅ氏 

所在地 長清水西の田 ４筆 

面積  ５,８１９㎡ 

基盤強化促進法 

 

 

申請番号２ 

貸人  Ｆ氏 

借人  Ｇ氏 

所在地 新照井下の田 外５筆 

面積  ４,２４５㎡ 

基盤強化促進法 
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申請番号３ 

貸人  Ｈ氏 

借人  農事組合法人Ｉ社 代表理事 Ｊ氏 

所在地 下新田字雷の田 外１０筆 

面積  １７,０６９㎡ 

基盤強化促進法 

 

 

申請番号４ 

貸人  Ｋ氏 

法定相続人 Ｌ氏 / Ｍ氏 / Ｎ氏 

借人  農事組合法人Ｉ社 代表理事 Ｊ氏 

所在地 下新田字雷の田 １筆 

面積  ５,０７８㎡ 

基盤強化促進法 

所有者が死亡し未相続地となっているため、所有者であるＫ氏の子である法定相

続人全員の同意を得たもの 

 

 

申請番号５ 

貸人  Ｏ氏 

借人  Ｐ氏 

所在地 四日市場字舟橋の田 ２筆 

面積  ６,１７２㎡ 

農地法第３条 

 

[以上５件の賃貸借の合意解約について説明。] 

 

 

＊議長（三浦泉会長） 報告が終わりました。これより質疑を行います。質疑ございま

せんか。 

 

―「なし」の声あり― 

 

＊議長（三浦泉会長） 質疑がないようですから、これにて報告第１４号を終了いたし

ます。 
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日程第６ 報告第１５号 農地の利用変更届について 

 

＊議長（三浦泉会長） 日程第６、報告第１５号、農地の利用変更届について事務局よ

り報告いたします。 

 

＊事務局（鎌田裕之次長） 報告第１５号 農地の利用変更届について。このことについ

て、別紙のとおり農地の利用変更届の提出があったので報告いたします。令和元年

９月２５日提出。加美町農業委員会会長 三浦泉。 

   今月の農地の利用変更届は１件でございます。 

    

  報告番号１ 

  届出者  Ｑ氏 字原南原…番地 

所在地  字原南原…番地… 

現況   畑 

面積   １,３２６㎡のうち１６２㎡ 

パイプハウス牛舎として利用するもの 

 

[以上１件の利用変更届について説明] 

 

 

＊議長（三浦泉会長） 報告が終わりました。これより質疑を行います。質疑ございま

せんか。 

 

―「なし」の声あり― 

 

＊議長（三浦泉会長） 質疑がないようですから、これにて、報告第１５号を終了いた

します。 

 

 

 

日程第７ 議案第１７号 農地法第３条の規定による許可申請について 

 

＊議長（三浦泉会長） 日程第７、議案第１７号、農地法第３条の規定による許可申請

についてを議題といたします。事務局より説明をさせます。 

 

＊事務局（猪股雅敬主事） 議案第１７号、農地法第３条の規定による許可申請につい

て。下記農地について農地法第３条第１項の規定により許可申請があったので審議

されたい。令和元年９月２５日提出。加美町農業委員会会長、三浦泉。 

   今月の農地法第３条の許可申請は６件でございます。 
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申請番号１ 

渡人   Ｒ氏  ６２歳 

受人   Ｓ氏  ６３歳 

申請地  四日市場字御山浦の田 １筆 

面積   ４,０２０㎡ 

耕作不能のため受人へ売買するもの 

売買金額 …万円 

 

 

申請番号２ 

渡人   Ｒ氏  ６２歳 

受人   Ｔ氏  ６７歳 

申請地  四日市場字屋敷の畑 １筆 

面積   ９１５㎡ 

耕作不能のため受人へ売買するもの 

売買金額 …万円 

 

 

申請番号３ 

渡人   Ｈ氏 １０１歳 

受人   Ｌ氏  ５９歳 

申請地  下新田字雷の田 １筆 

面積   １,０９１㎡ 

地域の農業者へ売買するもの 

売買金額 …万円 

 

 

申請番号４ 

渡人   Ｕ氏  ４１歳 

受人   Ｖ氏  ７０歳 

申請地  字久保田の田 外５筆 

面積   ４,８８０㎡ 

譲渡人からの要望により売買するもの 

売買金額 …万円 

 

 

申請番号５ 

渡人   Ｗ氏  ６０歳 

受人   Ｅ氏  ６５歳 

申請地  字長清水北一番の畑 １筆 

面積   ４５２㎡ 

近隣の農業者へ贈与するもの 
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申請番号６ 

渡人   Ｘ氏  ６１歳 

受人   Ｙ氏  ６３歳 

申請地  字漆沢筒砂子の畑 １筆 

面積   ２５８㎡ 

譲渡人からの要望により売買するもの 

売買金額 …万円 

 

 [以上６件の許可申請について説明] 

 

 

＊議長（三浦泉会長） 議案の説明が終わりました。ただいまの説明に関連して、担当

委員の方から現地調査の結果並びに補足説明をお願いします。それでは申請番号１

番から申請番号３番について、５番 杉村昭宏委員お願いします。 

 

＊５番（杉村昭宏委員） はい。５番 杉村です。申請番号１番から３番についてご説明

致します。 

まず１番についてですが、譲渡人はＲ氏の代理の司法書士のＺ氏に、譲受人はＳ

氏本人に聴き取り調査を行いました。こちらは圃場整備済みの圃場でして、１ｈａ

の中の６０ａが受人のＳ氏さん、４０ａがＲ氏の圃場となっております。Ｒ氏さん

が体調不良により入院しており、もともとその区画も耕作していたＳ氏へ売買する

という内容でございます。譲渡人・譲受人に聴取り調査を行った結果、地域調和要

件に支障ないものと判断いたしました。 

続きまして番号２番についてです。譲渡人はＲ氏代理の司法書士のＺ氏、譲受人

はＴ氏本人に聴き取り調査を行いました。Ｒ氏さんとＴ氏は本家・分家ならびに従

兄妹同士であります。Ｒ氏が入院中のため、Ｔ氏が居宅と居宅前の畑を管理してお

り、Ｒ氏が耕作不能のため売買するという内容でございます。譲渡人・譲受人に聴

取り調査を行った結果、地域調和要件に支障ないものと判断いたしました。 

続きまして番号３番についてです。譲渡人 Ｈ氏、代理申請の娘さんであるＹ氏 

に電話での聴き取り調査を行いました。こちらも圃場整備された圃場でありまし

て、もともとＬ氏が長年耕作していた土地であるそうです。地域の農業者へ売買し

たいと考えており、無償で譲ってもかまわないとの事でしたが、今回は…万円での

売買となりました。聴取り調査を行った結果、地域調和要件に支障ないものと判断

いたしました。以上です。 

 

＊議長（三浦泉会長） 次に申請番号４番について、９番 伊藤登喜子委員お願いします。 

 

＊９番（伊藤登喜子委員） ４番について伊藤登喜子が説明いたします。こちら

は下野目の、前は…商店でしたが、後継者が愛知県にいるため耕作不能となり、Ｖ

氏が管理休耕しているとの事でした。譲渡人・譲受人に聴取り調査を行った結果、

地域調和要件に支障ないものと判断いたしました。以上です。 

 



 - 10 -

＊議長（三浦泉会長） 次に申請番号５番について、１６番 畠山智史委員お願いします。 

 

＊１６番（畠山智史委員） はい。申請番号５番についてご説明いたします。譲渡人の

Ｗ氏にはお電話で、譲受人のＥ氏には直接お会いして今回のことについて確認を取

っております。近隣の農業者へ贈与のためという経緯でございます。譲渡人・譲受

人に聴取り調査の結果、地域調和要件に支障ないものと判断いたしました。以上で

ございます。 

 

＊議長（三浦泉会長） 次に申請番号６番について、１４番 尾形徳夫委員お願いします。 

 

＊１４番（尾形徳夫委員） はい。１４番 尾形がご報告いたします。９月１５日に譲渡

人 色麻町のＸ氏、譲受人 加美町漆沢のＹ氏、代理人の a 氏に聴取り調査・現地確

認を行いました。Ｘ氏はもともと漆沢の出身ですが現在は色麻町に住んでおり、通

うのが大変だという事で畑が少し荒廃しておりました。申請地はＹ氏の自宅裏にあ

りますことから、今回Ｙ氏に売買のお話があったという事です。調査の結果、地域

調和要件に支障ないものと判断いたしました。以上です。 

 

＊議長（三浦泉会長） ご苦労様でした。現地調査の結果並びに補足説明が終わりまし

た。これより審議を行います。質疑ございませんか。 

     

―「なし」の声あり― 

 

＊議長（三浦泉会長） 質疑がないようですから、これで審議を終わります。 

これより議案第１７号、農地法第３条の規定による許可申請についての採決を行い

ます。 

お諮りします。本件は、申請のとおり許可することにご異議ございませんか。 

 

―「異議なし」の声あり― 

 

＊議長（三浦泉会長） ご異議なしと認めます。よって議案第１７号、農地法第３条の

規定による許可申請については、申請のとおり許可することに決定しました。 

 

 

 

  日程第８ 議案第１８ 農地法第５条の規定による許可申請について 

 

＊議長（三浦泉会長） 日程第８議案第１８、農地法第５条の規定による許可申請につ

いて、事務局より説明をさせます。 

 

＊事務局（鎌田裕之次長） 議案第１８ 農地法第５条の規定による許可申請について。

下記農地を農地以外の目的に供するため農地法第５条第１項の規定により許可申請

があったので審議されたい。令和元年９月２５日提出。加美町農業委員会会長 三浦

泉。 
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   今月の農地法第５条の許可申請は２件でございます。 

   

  申請番号１ 

  譲渡人  ｂ氏    加美町四日市場字岡前…番地… 

  譲受人  ｃ氏/ｄ氏 加美町四日市場字岡前…番地… 

申請地  加美町四日市場字岡前…番… 外１筆の畑  

面積   合計３６１㎡ 

事業資金 借入金…万円 うち土地代…万円 

事業計画 令和元年１１月１５日着工、令和２年３月３１日完成予定 

売買により居宅建築を行うもの 

 申請地は加美町役場の東南約２.８ｋｍに位置しております四日市場宿集落内に

介在する農地でありまして、周辺には大区画の水田地帯が広がっておりますが、そ

れらからは宅地等により分断された状態となっております。 

 第１種農地、第３種農地のいずれの要件にも該当しない農業公共投資の対象とな

っていない小集団、面積的には０.８３ｈａでありますが、小集団の生産性の低い農

地でありますことから第２種農地と判断したものであります。 

 ただ、用途が住宅であり「住宅その他申請に係る土地の周辺の地域において住居

する者の日常生活又は業務上必要な施設で集落に接続して設置されるもの（住宅、

事務所、作業場等）」でありますことから、第１種農地における不許可の例外規定

に該当すると思料されるものであります。 

 

申請番号２ 

譲渡人  ｂ氏  加美町四日市場字岡前…番地… 

譲受人  ｅ氏   加美町四日市場字岡前…番地… 

申請地  四日市場字岡前…番… 外１筆の畑  

面積   合計１４７㎡ 

事業資金 自己資金…万円 

事業計画 令和元年１０月２０日着工、令和元年１０月２５日完成予定 

売買により通路、自宅への進入路とするもの 

 申請地は加美町役場の東南約２.８ｋｍに位置しております四日市場宿集落内に

介在する農地でありまして、周辺には大区画の水田地帯が広がっておりますが、そ

れらからは宅地等により分断された状態となっております。 

 第１種農地、第３種農地のいずれの要件にも該当しない農業公共投資の対象とな

っていない小集団、面積的には０.８３ｈａでありますが、小集団の生産性の低い農

地でありますことから第２種農地と判断したものであります。 

 ただ、用途が自宅への進入路であり「住宅その他申請に係る土地の周辺の地域に

おいて住居する者の日常生活又は業務上必要な施設で集落に接続して設置されるも

の（住宅、事務所、作業場等）」でありますことから、第１種農地における不許可

の例外規定に該当すると思料されるものであります。 

 

  

[以上７件の許可申請について説明] 
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＊議長（三浦泉会長） 議案の説明が終わりました。ただいまの説明に関連して、担当

委員の方から現地調査の結果並びに補足説明をお願いいたします。それでは、申請

番号１番から申請番号２番について、２番 澁谷幹男委員お願いします。 

 

＊２番（澁谷幹男委員） はい。では現地調査の結果をご報告いたします。９月１７日、

半田委員、畠山委員、太田局長、鎌田次長とで現地を調査してまいりました。申請

番号１番・２番と関連がございますので、まとめて説明させていただきます。 

   譲渡人は１番・２番ともにｂ氏でございます。１番の譲受人であるｃ氏夫婦と２

番譲受人のｅ氏は親子関係ということで現在同居しており、ｅ氏宅西側の今回の申

請地に居宅を建築するというものであります。それに伴い現在のｅ氏宅の進入路が

狭く不便であることから、今回合わせて新たに進入路を購入したいという内容でご

ざいます。 

   敷地内はアスファルト舗装にし、下水は公共下水道に接続するという事で許可相

当と判断してまいりました。以上でございます。 

 

＊議長（三浦泉会長） ご苦労様でした。現地調査の結果並びに補足説明が終わりまし

た。これより審議を行います。質疑ございませんか。 

 

―「なし」の声あり― 

 

＊議長（三浦泉会長） 質疑がないようですから、これで審議を終わります。これより、

議案第１８号、農地法第５条の規定による許可申請についての採決を行います。 

お諮りします。本件は、申請のとおり許可することにご異議ございませんか。 

 

―「異議なし」の声あり― 

 

＊議長（三浦泉会長） ご異議なしと認めます。よって、議案第１８号、農地法第５条

の規定による許可申請については、申請のとおり許可することに決定しました。 

 

 
 

 

日程第９ 議案第１９号 農用地利用集積計画の審査について 

 

＊議長（三浦泉会長） 日程第９、議案第１９号、農用地利用集積計画の審査について

事務局より説明をさせます。 

 

＊事務局（猪股雅敬主事） 議案第１９号、農用地利用集積計画の審査について。下記

農地について農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定により審査決定を求め

られたので審議されたい。令和元年９月２５日提出。加美町農業委員会会長 三浦泉。 

   今月の農用地利用集積の審議は、売買３件 賃貸借２件でございます。 
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申請番号１ 

渡人      ｆ氏 ５１歳 

受人      ｇ株式会社 代表取締役 Ｐ氏 

申請地     下新田字新川原の畑 １筆 

面積      ８７３㎡ 

権利移動の種別 売買 

売買金額    …万円 

 

申請番号２  

渡人      Ｈ氏 １０１歳 

受人      ｇ株式会社 代表取締役 Ｐ氏 

申請地     下新田字白鉢の畑 外１４筆 

面積      １８,９１４㎡ 

権利移動の種別 売買 

売買金額    …万円 

 

申請番号３ 

渡人      ｈ氏 ７１歳 / ｉ氏 ６５歳 

受人      ｊ氏    ６９歳 

申請地     字新百貫の田 １筆 

面積      ２,１００㎡ 

権利移動の種別 売買 

売買金額    …万円 

 

申請番号４  

渡人      Ｏ氏 ８６歳 

受人      ｇ株式会社 代表取締役 Ｐ氏 

申請地     四日市場字舟橋の田 外１０筆 

面積      ９,４１２㎡ 

権利移動の種別 賃貸借 

 

申請番号５ 

渡人      Ｆ氏 ６９歳 

受人      株式会社ｋ 代表取締役 Ｇ氏 

申請地     字新照井下の田 外８筆 

面積      ４,７６１㎡ 

権利移動の種別 賃貸借・使用貸借 

 

以上５案件で、田３２筆・畑４筆 面積３６,０６０㎡ 

これらの案件の計画内容は、経営面積、従事日数等、農業経営基盤強化促進法第１

８条第３項に規定する要件を満たしているものと判断されます。 

   

  [以上５件の集積計画について説明] 
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＊議長（三浦泉会長） 議案の説明が終わりました。これより審議を行います。質疑ご 

ざいませんか。 

 

―「はい」の声あり― 

 

＊議長（三浦泉会長） はい、７番 三嶋委員。 

 

＊７番（三嶋秀二郎委員） はい。ｇ社は株式会社となっておりますが、事業内容は農

業だけですか？ 

 

＊事務局（猪股雅敬主事） はい、ご説明します。ｇ社は家族経営を法人化したもので

ございまして、基本的には農業のみで経営されております。 

 

＊議長（三浦泉会長） ほかに質疑ございませんか。 

 

―「なし」の声あり― 

 

＊議長（三浦泉会長） 質疑がないようですから、これで審議を終わります。これより

議案第１９号、農用地利用集積計画の審査についての採決を行います。 

お諮りします。本件は、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

 

―「異議なし」の声あり― 

 

＊議長（三浦泉会長） ご異議なしと認めます。よって、議案第１９号、農用地利用集

積計画の審査については、原案のとおり決定いたしました。 

 

 

 

以上をもちまして、本日の案件はすべて議了いたしました。これで令和元年度第６回

加美町農業委員会定例総会を閉会いたします。大変ご苦労さまでした。 

 

〈午前９時０３分 閉会〉 
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この議事録は、事務局長 太田浩二が調製したものであるが、その内容に相違 

ないことを証するため、署名押印する。 

 

令和元年９月２５日 

 

議  長   三 浦    泉  

 

 

 

署名委員   中 村  貴 美 子  

 

 

 

署名委員   畠  山   智  史  

 


